
 

令和７年度国立市事業者提案事業公募要領 

（会議室棟テナントスペース運営事業） 

 

１．事業概要 

（１）件名 

令和７年度国立市事業者提案事業（会議室棟テナントスペース運営事業） 

（２）業務の目的 

   国立市（以下、市という。）では民間事業者のノウハウや技術力等を活かした提案を市の事務事業や公

共施設マネジメントに幅広く活用することを目的とし、事業者提案を実施します。 

（３）業務の内容 

   民間事業者から市、市民のいずれかに有益となる提案を受け付け、協議対象とする提案を選定します。 

（４）契約方法 

   審査委員会による審査を経て、協議対象提案を決定します。協議対象提案については、市と事業者との

協議が成立後、提案事業者と随意契約の方法により契約書、協定を取り交わします。協議対象案件で

あっても、市との協議が整わなかった場合は事業化されません。 

 

２．日程  

事業実施公表 令和７年 11月 

事前相談期間 本要領公表日～令和７年１１月下旬 

公募要領公表 令和７年 11月 

参加申込書及び企画提案書の提出 令和７年１２月上旬 

プレゼンテーション審査 令和７年１２月中旬 

提案の採否決定通知 令和８年１月中旬 

採用提案の協議開始 随時 

協定・契約締結及び業務開始 随時 

 

３．参加資格 

  申込者が、申込時において、次に掲げる条件を全て満たしていることとします。なお、グループによる応募の

場合は、グループ構成員全てがこれらの要件を全て満たす必要があります。 

（１）自己の提案に係る事業を遂行する能力を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいずれにも該当しない者であ

ること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されていないこと。 

（４）国立市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成７年９月国立市訓令（甲）第３７号）による

指名停止を受けていないこと。 

（５）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する政治団体をいう。）又

は宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体をいう。）ではない

こと。 

（６）政治団体又は宗教団体が、議決権又は社員の過半数となっていないこと。 
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（７）国立市暴力団排除条例（平成２５年条例第４２号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者

ではなく、かつ、国立市契約における暴力団排除措置要綱（平成２６年２月国立市訓令第１２号）第３条第

１項に規定する入札参加除外措置を受けていないこと 

（８）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づく処分の対

象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（９）銀行取引停止処分を受けていない者であること。 

（10）事業所及びその代表者が直近１年間の所得税、法人税、市町村民税、消費税等、納付義務がある税

金を滞納していないこと。 

（11）前各号に掲げるもののほか、実施要領において特記される事項を満たしていること。 

 

４．募集内容 

（1）提案条件 

   ①市や市民にとって、新たな負担増とならないこと 

   ②市、市民のいずれかに必ずメリットがあること 

   ③法令により、市がすべき事業とされていないこと 

    ※法令で可能とされるものでも、市が直接実施すると判断するものは対象外とします。 

（２）提案の区分 

   次に掲げる区分により募集を行うこととします。 

① テーマ型（市が公民連携を図りたい事業に対する提案） 
別紙の【会議室棟テナントスペース運営事業実施概要】を必ずご確認のうえ、ご相談、ご応募く

ださい。 

 

５．参加申込方法 

（１）提出書類 

      ① 参加申込書               １部 

② 企画提案書（Ａ３またはＡ４用紙で１枚以上１０枚未満） ８部 
③ 見積書                   ８部 
④ ア 印鑑証明書（提出日の前３か月以内に発行されたもの） 
イ 商業登記簿謄本（提出日の前３か月以内に発行されたもの） 

ウ 納税証明書 

エ 財務諸表（直近３か年分、写し可）    アからエ：各１部 

ただし、国立市競争入札参加資格又は東京電子自治体共同運営の電子調達サービスにて競争入札

参加資格を有している者は、その資格を有していることを証する書面（受付票等）の提出により、上記④

ア～ウの提出を要しないこととする。エは提出すること。 

（２）提出場所 

   国立市役所 政策経営部 政策経営課 資産活用担当（２階３２番窓口） 

   電話番号 ０４２－５７６－２１１１ （内）３２７ 

（３）留意事項 

  ① 費用負担 

    提案にかかる一切の費用は、提案事業者の負担とします。 
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② 追加書類の提出 

    指定の提出書類の他に、市が必要と認める場合に、追加で書類の提出を求める場合があります。 

  ③ 提出書類の取扱い・著作権等 

    提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に

基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、材料、維持管理方法などを使用

した結果生じる責任は、提案事業者が負うものとします。 

  ④ 法令等の遵守 

    事前相談及び提案にあたっては、事業者の責任において関係法令等の確認を行ってください。また、詳

細協議から事業実施においても関係法令の適合に関するリスクは、提案事業者（契約事業者及びグ

ループ構成員全て）に属することとします。 

  ⑤ 市からの提示資料の取扱い 

    市が提供する資料は、応募に係る目的以外で使用してはなりません。また、提案事業者は、市から提供

された資料で知り得た情報を市に無断で第三者に漏らしてはなりません。 

  ⑥ 市内事業者との連携 

    応募者の構成員または事業実施にあたり協力事業者を要する場合には、市内事業者との連携を図るよ

う努めてください。 

  ⑦ 本事業の趣旨理解 

    本事業は民間事業者と市が連携し、より効率的かつ効果的な施策を行うことで、市・市民にとって有益

となる新たな事業の展開を図っています。提案事業がどのように貢献できるか明確に示してください。 

  ⑧ 提出書類の変更 

    応募にあたり市に提出した書類の変更は出来ません。ただし、明らかな脱漏又は不明瞭な表記により、

市が変更を認めたときはこの限りではありません。 

  ⑨ 構成員の変更 

    応募における提案案件のグループ構成員の変更は出来ません。ただし、やむを得ない事情による場合

は、市と協議を行い、市が変更を認めたときはこの限りではありません。 

 

６．情報公開及び提供 

  審査の結果、協議対象とした提案についてはその提案概要及び提案事業者をホームページ等で公開する

こととします。ただし、事業者独自の技術、ノウハウなどに関わる知的財産であると認められる部分につい

ては、国立市情報公開条例第６条の規定に基づき非公開とします。 

 

７．審査方法 

  企画提案書による書類審査で参加資格及び提案条件等の確認を行い、審査対象として有効と認めた提

案について、以下のとおりプレゼンテーション審査を行います。プレゼンテーション審査は、市職員で組織す

る「国立市事業者提案審査委員会」において行い、協議対象案件を選定します。 

（１）プレゼンテーションによる審査 

  ①日 時  別途通知 

  ②場 所  別途通知 

  ③選 定  上記審査委員会による選定 

  ④時 間  １提案あたりプレゼンテーション１５分以内、質疑応答１０分 
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  ⑤内 容  企画提案書に基づくプレゼンテーション 

  ⑥留意点  出席者は４名までとします。 

（２）審査結果について 

   審査結果は全ての事業者に別途通知します。なお、審査経過は、一切公表しません。 

 

８．選定後の事業実施へ向けた流れ 

審査委員会により協議対象として選定された案件の提案事業者については、市と事業化に向けた必要

な協議を行い、協議が整った場合に契約又は協定を締結します。契約形態については、各提案の内容に

準じます。 

なお、複数の案件が協議対象に選定された場合、審査委員会は最優秀提案及び、次点の提案を選定し

ます。その場合、市と次点の提案者との協議は、令和８年３月末までに始めます。 

また、市と最優秀提案者の協議期間は令和８年３月末までとします。ただし、協議の内容により必要と認

める場合は、市と提案事業者の合意により期間を過ぎた協議の継続を行います。 

 

９．失格条項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）提出期限に遅延した場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）その他審査委員会が社会通念に照らし、失格にあたる事由があると認める場合 

 

問い合わせ先 

  〒186-8501 国立市富士見台２－４７－１ 

  国立市 政策経営部 政策経営課 資産活用担当（２階３２番窓口） 

  電話番号：042-576-2111（内）327 ＦＡＸ：042-576-0264 

  メ ー ル：shisankatuyou@city.kunitachi.lg.jp              

mailto:shisankatuyou@city.kunitachi.lg.jp

